
京都市高齢者支え合い担い手づくり事業実施要綱 

   

（趣旨）  

第１条 この要綱は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下，「法」という。）第１１５条

の４５第２項第５号の規定に基づき実施する京都市高齢者支え合い担い手づくり事業（以下，

「事業」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。  

  

（目的） 

第２条 この事業は，多様な生活支援を必要とする高齢者が住み慣れた地域で暮らしを継続でき

るよう，生活支援・介護予防サービス（以下，「生活支援等サービス」という。）の担い手を養

成する高齢者支え合い担い手養成研修を実施することで，多様な生活支援等サービスの提供体

制を構築するとともに，担い手自身の社会参加や生きがいづくりを促進することを目的とする。 

  

（事業の内容）  

第３条 高齢者支え合い担い手養成研修の内容は，次の各号に掲げるものとする。  

  京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修（以下，「従事者養成研修」という。）  

  京都市地域支え合い活動入門講座（以下，「活動入門講座」という。）  

  

（実施主体）  

第４条 高齢者支え合い担い手養成研修の実施主体は本市とする。 ただし，その一部又は全部を，

第２条の目的を十分に理解し，かつ適切な実施が確保できると認められる法人（以下，「受託法

人」という。）に委託することにより実施する。 

２ 従事者養成研修については，前項のほか，市長が研修実施機関として指定する法人（以下，

「指定法人」という。）により実施するものとする。 

 

（従事者養成研修の目的）  

第５条 従事者養成研修は，京都市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第３条第１項第１

号ア（ウ）に規定する支え合い型ヘルプサービスに従事する者を養成することを目的とする。  

  

（従事者養成研修の受講者）  

第６条 従事者養成研修の受講者は，おおむね１６歳以上で，支え合い型ヘルプサービスでの従

事を希望する者とする。 

 

（従事者養成研修の課程及び方法）  

第７条 従事者養成研修の課程は別表に掲げるとおりとする。ただし，受託法人及び指定法人は，

市長の承認のうえ，必要に応じて時間の延長や科目の追加を行うことができるものとする。  

２ 従事者養成研修の実施方法は，本市が指定するテキストを利用した対面による講義（通信は

不可）及び演習によるものとする。ただし，受託法人及び指定法人は，市長の承認のうえ，必

要に応じて実習及びオリエンテーションを行うことができるものとする。 

 

（従事者養成研修の費用負担）  

第８条 従事者養成研修の受講に係る費用は無料とする。ただし，指定法人は，テキスト代等に



ついて実費徴収を行うことができるものとし，その場合にはあらかじめ受講者に説明しなけれ

ばならない。 

  

（従事者養成研修の実施報告）  

第９条 従事者養成研修を実施した受託法人又は指定法人は，研修終了後，研修の実施状況につ

いて「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修実施報告書（第１号様式）」及び「京都

市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修修了者名簿（第２号様式）」により速やかに本市に

報告するとともに，実施状況に関する帳票その他諸記録を整備のうえ保管しなければならない。 

  

（従事者養成研修修了者の取扱）  

第１０条 市長は，前条の規定による受託法人又は指定法人からの実施報告に基づき，受講者の

うち従事者養成研修の全ての課程を修了したと認められる者（以下，「修了者」という。）につ

いて，京都市支え合い型ヘルプサービスの事業の人員，設備及び運営の基準に関する要綱第５

条第１項に規定する京都市支え合い型ヘルプサービス従事者の資格を有する者として，次の各

号に掲げる事項を登録し，当該資格を証する「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者資格登

録証（第３号様式。以下，「登録証」という。）」を発行する。  

  氏名  

  生年月日  

  住所 

  電話番号 

  修了した研修の受託法人又は指定法人の名称及び修了年月日 

２ 市長は，前条に規定する報告が到達してから１４日以内に登録証を発行するものとする。 

３ 修了者は，第１項第１号から第５号までに掲げる事項に変更が生じたときは，「京都市支え合

い型ヘルプサービス従事者資格登録証届出事項変更・証再交付依頼届出書（第４号様式）」によ

り市長に申し出なければならない。 

 なお，第１項第１号及び第２号に掲げる事項の変更においては，登録証の再交付についても

併せて申し出なければならない。  

４ 市長は，前項の届出により修了者の登録情報が変更されたときは，「京都市支え合い型ヘルプ

サービス従事者資格登録証届出事項変更通知・証再交付通知書（第５号様式）」によりその旨を

当該修了者に通知し，また，第１項第１号及び第２号に掲げる事項が変更されたときは，登録

証の再交付を行うものとする。  

５ 修了者は，登録証を汚損又は紛失したときは，「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者資格

登録証届出事項変更・証再交付依頼届出書（第４号様式）」により市長に申し出なければならな

い。 

 なお，その場合には登録証の再交付を併せて申し出なければならない。 

６ 市長は，前項の届出により登録証の再交付を行うものとする。  

  

（従事者養成研修の研修実施機関の指定） 

第１１条 第４条第２項に規定する指定を受けようとする者は，次の各号に掲げる書類の提出に

より市長に申請しなければならない。  

  「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修実施機関の指定に係る申請書（第６号

様式）」  



  「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修実施機関の指定に係る誓約書（第７号

様式）」 

  「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修 実施計画書（第８号様式）」  

  「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修 講師名簿（第９号様式）」  

  「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修 講師経歴書及び誓約書（第１０号様

式）」  

  

（従事者養成研修の研修実施機関指定に係る審査基準）  

第１２条 第４条第２項に規定する研修実施機関の指定は，申請者が次の各号の全てに該当する

場合に限り行うものとする。  

  法人格を有すること  

  当該申請者又はその役員が，京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又

は同条第５号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと  

  受講者の個人情報の保護について関係法令に従い適切に管理できる体制を有すること  

  従事者養成研修の趣旨及び目的を十分に理解し，第７条に規定する研修課程及び方法に基

づき，１年度（４月１日から翌年の３月３１日までの期間をいう。以下同じ。）につき１回以

上の研修を円滑に実施できる体制を有すること  

  

（従事者養成研修の研修実施機関指定申請に係る審査）  

第１３条 市長は，第１１条の規定による申請を審査し，前条に掲げる基準を満たすと判断した

ときには，第４条第２項に規定する研修実施機関として指定し，「京都市支え合い型ヘルプサー

ビス従事者養成研修実施機関指定書（第１１号様式）」により通知する。  

２ 市長は，第１１条に規定する申請が到達してから６０日以内に当該申請の指定する又は指定

しない旨を決定するものとする。  

  

（従事者養成研修の研修実施機関指定に係る変更の届出）  

第１４条 指定法人は，第１１条の規定により提出した書類の内容に変更があったときは，その

変更の日から１０日以内に，「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修実施機関の指定

内容変更に係る届出書（第１２号様式）」により市長に届け出なければならない。  

２ 前項の変更届には，第１１条各号に掲げる書類（変更に係るものに限る。）を添付しなければ

ならない。  

  

（従事者養成研修の研修実施機関指定に係る廃止･休止･再開の届出）  

第１５条 指定法人は，従事者養成研修の実施を廃止又は休止する場合は，あらかじめ，廃止又

は休止する日の１箇月前までに，「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修実施機関の

指定に係る廃止・休止・再開届出書（第１３号様式）」により市長に届け出なければならない。  

２ 前項の規定により従事者養成研修を休止している指定法人が，これを再開する場合，再開し

た日から１０日以内に，前項に規定する様式により市長に届け出なければならない。  

  

（指定法人等に対する指示等）  

第１６条 市長は，事業の適切な実施に際し必要があると認めるときは，指定法人の役員，従業

員であった者又は指定法人の役員若しくは従業員でない従事者養成研修講師に対し，報告又は



帳簿書類の提出若しくは提示を指示し，出頭を求め，又は当該職員に関係者に対して質問させ，

指定法人の事業所その他関係場所に立ち入り，帳簿書類その他の物件を検査させることができ

る。  

 

（従事者養成講座の研修実施機関指定に係る取消し等）  

第１７条 市長は，指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは，その指定を取り消し，「京

都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修実施機関指定取消書（第１４号様式）」により通

知するものとする。  

  第１２条各号に規定する要件に該当しなくなったとき  

  第１５条の規定により廃止の届出があったとき  

  指定法人が前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を指示されてこれに従

わず，又は虚偽の報告をしたとき  

  その他，関係法令若しくはこの要綱に違反する行為（以下，「違反行為」という。）をした

とき，又は他人に対して違反行為をすることを要求し，依頼し，若しくは唆したとき，若し

くは他人が違反行為をすることを助けたとき  

 

（活動入門講座の目的）  

第１８条 活動入門講座は，市民等に対し，ボランティア等の社会活動や高齢者の生活支援に関

する基本的知識を学ぶ講座を実施することで，社会参加への興味・関心を高め，実際に活動を

始められるよう支援することを目的とする。 

  

（活動入門講座の受講者）  

第１９条 活動入門講座の対象者は，本市でボランティア等の社会活動により高齢者の生活支援

を行うことに興味のある者とする。  

  

（活動入門講座の内容）  

第２０条 活動入門講座は，次に掲げる各号の全部又は一部の内容とする。  

  社会活動・ボランティアの心構え  

  高齢者を支える制度（介護保険制度等）の概要  

  高齢者の身体・心理的特徴と対応  

  高齢者の生活援助に関する知識・技術  

  

（活動入門講座の費用負担）  

第２１条 活動入門講座の受講に係る費用は無料とする。  

  

（活動入門講座の実施報告）  

第２２条 活動入門講座を実施した受託法人は，研修終了後，研修の実施状況について速やかに

本市に報告するとともに，実施状況に関する帳票その他諸記録を整備のうえ保管しなければな

らない。  

  

（秘密の保持）  

第２３条 受託法人，指定法人及びこの事業に関わる者は，事業の実施により知り得た個人情報



をみだりに他人に知らせ又は不当な目的に使用してはならない。また，事業の完了後も同様と

する。  

２ 受託法人又は指定法人は，個人情報の漏えい，改ざん，滅失及びき損の防止その他の個人情

報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに，個人情報管理責任者を置かなければな

らない。  

 

（経理等）  

第２４条 受託法人又は指定法人は，事業に係る収支を明らかにするとともに，事業の実施状況

を適正に記録した書類を整備し，常時本市職員の閲覧に応じられるようにしておかなければな

らない。  

  

（書類等の保存）  

第２５条 受託法人又は指定法人は，前条に規定する書類その他関係書類について，その完結の

日が属する年度末から起算して５年間保存しなければならない。  

  

（補則）  

第２６条 事業の運営に関し必要な事項は，この要綱で定めるもののほか，所管部長が定める。  

  

 附 則  

この要綱は，平成２８年１１月１０日から施行する。 

 附 則 

この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成３０年４月１３日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和元年１１月２５日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【別表】京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修 標準カリキュラム 

 

 科 目 項 目 内 容 
時

間 
到達目標・指導の視点 講師要件 

Ⅰ 

高齢者を

取り巻く

環境と介

護・福祉

サービス

の理解 

１  介 護

保険制度

のしくみ 

(1) 介護保険制度の成立の

背景 
(2) 介護保険制度のしくみ 
(3) サービス利用の流れ 
(4) 利用できる保険給付サ

ービス 

1.5 

【到達目標】 
・介護保険制度及び総合事業の理

念，体系，利用の流れ，サービ

ス内容等を理解し，必要に応じ

て利用者に説明ができる。 
・介護・福祉サービスに携わる多

職種の業務内容，役割，連携の

取り方について理解する。 
 
【指導の視点】 
・京都市発行の「高齢者のための

サービスガイドブックすこやか

進行中！！」を活用し，制度の

全体像を体系的にイメージでき

るようにする。 
・総合事業を担う一員として，介

護予防の理念の理解を徹底させ

る。 
・基本チェックリストを活用し総

合事業の対象者を理解させる。 

次のいずれかに該当

する者 
・社会福祉士 
・介護福祉士 
・介護支援専門員 
・介護職員実務者研

修・介護職員基礎研

修・訪問介護員養成

研修 1級課程修了者 
・高齢者の相談業務に

従事する者 

 

２  介護

予防・日

常生活支

援総合事

業（総合

事業） 

(1) 介護予防・日常生活支援

総合事業のしくみ 
(2) サービス利用の流れ（サ

ービス事業） 
(3) 利用できる総合事業サ

ービス（サービス事業

の類型） 

３  介

護・福祉

にかかわ

る職種の

理解と連

携 

(1) 資格職 
(2) 事業所・関係機関に配置

される職種 

Ⅱ 
高齢者と

健康 

１  老 化

の理解 

(1) 老化に伴うこころとか

らだの変化 
(2) 高齢者の特性に応じた

対応 
(3) 高齢者に多い病気 

1.5 

 
【到達目標】 
・老化に伴う身体的・心理的な変

化と日常生活上の影響を理解す

る。また，支援にあたっての留

意点を理解する。 
・認知症の症状による生活のしづ

らさを理解し，認知症の人に対

する関わり方の基本を理解す

る。 
 
【指導の視点】 
・高齢者に多い心身の変化及び疾

病の症状について，具体例をも

とに対応の留意点を説明する。 
・認知症の初期症状について具体

例をもとに説明する。 
・認知症の方の心理・行動を理解

できるよう具体例をもとに説明

する。 
 

次のいずれかに該当

する者 
・医師 
・保健師，看護師，准

看護師 
・介護福祉士 
・介護職員実務者研

修・介護職員基礎研

修・訪問介護員養成

研修 1級課程修了者 
・高齢者の相談業務に

従事する者 

２  認 知

症の理解 

(1) 認知症高齢者の状況 
(2) 認知症の原因と症状 
(3) 認知症の人への対応 

 

 

 

 

 

 

 



 

 科 目 項 目 内 容 
時

間 
到達目標・指導の視点 講師要件 

Ⅲ 

支え合い

型ヘルプ

サービス

従事者の

心得 

１  支え

合い型ヘ

ルプサー

ビスにつ

いて 

(1) 支え合い型ヘルプサー

ビスの概要と従事者 
(2) 支え合い型ヘルプサー

ビスの目的 
(3) 支え合い型ヘルプサー

ビス従事者の役割 
(4) 支え合い型ヘルプサー

ビスの業務特性 
(5) 支え合い型ヘルプサー

ビスの業務内容 
(6) 支え合い型ヘルプサー

ビスの業務の進め方 

3 

【到達目標】 
・支え合い型ヘルプサービスの目

的及び提供可能なサービス内容

を理解する。 
・傾聴と受容の重要性を理解し，

利用者の状況に応じたコミュニ

ケーション技法を活用できる。 
・接遇の必要性を理解し，実践で

きる。 
・現場で起こりうる事故について

理解し，その予防的な視点を持

って業務に従事できる。 
・人間としての尊厳の保持と自立

した生活を支えることの重要性

を理解する。 
【指導の視点】 
・厚生労働省「訪問介護における

サービス行為ごとの区分等につ

いて（老計第１０号）」をもとに，

従事者としてできること，でき

ないことを理解させる。 
・ロールプレイを通じて，傾聴と

受容の重要性を理解させる。 
・業務中の事故の具体例を挙げて，

その予防方法を考えさせる。 
・利用者の体調急変などの具体例

を挙げ，従事者としてとるべき

対応を考えさせる。 
・従事者自身の健康管理のあり方

について理解させる。 
・利用者の尊厳を傷つける具体的

な言動を挙げ，その理由を考え

させる。 
・利用者の持っている能力を活か

すことで，自立支援及び重度化

の防止につながることを理解さ

せる。 

次のいずれかに該当

する者 
・介護福祉士 
・介護職員実務者研

修・介護職員基礎研

修・訪問介護員養成研

修 1 級課程修了者 
・訪問介護サービス事

業所等で 1年以上訪問

介護員等として従事

した経験のある者 

２  共感

的理解と

コミュニ

ケーショ

ン 

(1) 受容と傾聴 
(2) コミュニケーションの

方法 
(3) チームコミュニケーシ

ョン 
３  支え

合い型ヘ

ルプサー

ビス従事

者として

の接遇の

基本 

(1) あいさつ 
(2) 言葉づかい 
(3) 身だしなみ 

４  リ ス

ク管理と

緊急対応 

(1) 支え合い型ヘルプサー

ビスにおける事故と予

防 
(2) 事故予防の実際 
(3) 事故発生時の対応 
(4) その他，判断に迷う場合

の対応 
(5) 支え合い型ヘルプサー

ビス従事者の健康管理 
５  支え

合い型ヘ

ルプサー

ビス従事

者の職業

倫理 

(1) 人権の尊重 
(2) 高齢者の自立支援と介

護予防 
(3) プライバシーの保護 
(4) 不適切な事例 

Ⅳ 
生活援助

について 

１  生活

援助の意

義 

(1) 生活援助（家事援助）の

必要性と目的 
(2) 生活援助の基本原則 

2 

【到達目標】 
・生活援助を通じて，利用者の力

を引き出し，生活の質を高める

視点を理解する。 
・利用者の生活状況に合った適切

な支援方法を理解する。 
【指導の視点】 
・標準テキストに掲載のチェック

シートを活用し，生活援助の基

礎的な方法と手順の理解を図

る。 
・留意点等を実際の事例を用いて

説明する。 

次のいずれかに該当

する者 
・介護福祉士 
・介護職員実務者研

修・介護職員基礎研

修・訪問介護員養成

研修 1 級課程修了

者 
・訪問介護サービス事

業所等で 1 年以上

訪問介護員等とし

て従事した経験の

ある者 
 

２  主 な

生活援助

の実際 

(1) 掃除 
(2) 買物 
(3) 調理 
(4) 洗濯 

 



第１号様式（第９条関係） 

 
京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修 実施報告書 

 
  年  月  日 

（宛先）京都市長 
住所 
法人名 
代表者名                印 

 
 京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修の研修実施機関として研修を下記のとおり実施しま

したので，京都市高齢者支え合い担い手づくり事業実施要綱第９条により，関係書類を添えて報告します。 

 
記 

１ 研修の概要 

研修実施機関指定番号 ※１  

実施日時  

実施会場  

定員  

受講者数  

修了者数  
  備考 ※１ 指定研修実施機関である場合，記載する。 

 
 
２ 研修講師 

科目 担当した講師氏名 

Ⅰ 高齢者を取り巻く環境と介護・福祉サービスの理解  

Ⅱ 高齢者と健康  

Ⅲ 訪問型サービス従事者の心得  

Ⅳ 生活支援について  

Ⅴ その他，独自に追加する科目 ※１  
  備考 ※１ 指定申請時に認められている場合のみ記載する。 

 
３ 添付書類 

 ・修了者名簿（第２号様式）    枚（修了者数  名分） 

 
４ 当該報告に係る担当者 

担当者名 （ふりがな） 

 

電話番号  

 
 

京都市使用欄  受付番号 

 



提出日

氏名 ふりがな 生年月日 住所 電話番号※１ 修了年月日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

備考　※１　電話番号は市外局番から記載すること

京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修　修了者名簿
第２号様式（第９条関係）

研修実施機関名

次の者について，研修を修了したので報告します。

郵便番号



第３号様式（第１０条関係） 

 

 

（おもて） 

 

 京都市高齢者支え合い担い手づくり事業  NO   

京都市支え合い型ヘルプサービス従事者資格登録証 

 

氏 名 ○○ ○○  
生年月日 ○○年○○月○○日 

 

 上記の者は，京都市支え合い型ヘルプサービス

従事者の資格を有することを証明します。 

 ○○年○○月○○日 京都市長 

 

 

 

（う ら） 

 

注意事項 

１ 本証を改ざん又は他人に貸与若しくは譲渡しては

ならない。 

２ 氏名等を変更したとき，又は本証を汚損若しくは

紛失したときは，速やかに本証の再交付を受けなけれ

ばならない。 

 

再発行履歴 

 

 

 

 

 



第４号様式（第１０条関係） 

  年  月  日 

（宛先）京都市長 

 
（申請者） 

 住所 

 
    （署名又は記名・押印） 

 氏名                     印 

 電話番号 

 登録証番号 

 
京都市支え合い型ヘルプサービス従事者資格登録証 届出事項変更・証再交付依頼届出書 

 
 私は，京都市高齢者支え合い担い手づくり事業実施要綱第１０条に基づき，下記のとおり届け出ます。 

 

記 

１ 届け出る事項 

□ 京都市支え合い型ヘルプサービス従事者資格登録に係る届出事項の変更 ⇒２欄に記載 

□ 京都市支え合い型ヘルプサービス従事者資格登録証の汚損・紛失 ⇒３欄に記載 

□ 京都市支え合い型ヘルプサービス従事者資格登録証の再交付依頼 ⇒４欄に記載 
  備考 ※ 届け出る事項の□に，塗りつぶし又はレ点を入れること 

 
２ 届出事項の変更 

 変更前 変 更 後 

氏  名 （ふりがな） 

 

（ふりがな） 

 

生年月日   

住  所 〒 〒 

 

電話番号 （   ）   － （   ）   － 
備考 ※ 変更に係る項目に限り記載すること 

 
３ 京都市支え合い型ヘルプサービス従事者資格登録証の汚損・紛失の状況 

汚損・紛失

の状況 
※該当する 

欄に記載 

汚損の日     年   月   日 

汚損の状況 

 

紛失の日     年   月   日 

紛失時の状況 

 

 
 

４ 京都市支え合い型ヘルプサービス従事者資格登録証の再交付依頼 

依頼理由 

□ 届出事項の変更 

□ 汚損 

□ 紛失 
備考 ※ 届け出る事項の□に，塗りつぶし又はレ点を入れること 
   ※ 依頼理由が紛失の場合を除き，登録証を本申請書の余白又は裏面に貼付すること 



第５号様式（第１０条関係） 

第   号 

年  月  日 

（宛先）            様 

（登録証番号） 

京  都  市  長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

 

京都市支え合い型ヘルプサービス従事者資格登録証 届出事項変更通知・証再交付通知書 

 

 

   年  月  日受付の「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者資格登録証 届出事項変更・証再

交付依頼届出書」を受け，京都市高齢者支え合い担い手づくり事業実施要綱第１０条の規定に基づき， 

 

□ 下記のとおり，登録事項を変更します。 

□ 登録証を再発行します。 

 

 

記 

 

 

 変更後の登録事項 今回の届出による 

変更の有無 

氏  名 （ふりがな） 

 

 

生年月日   

住  所 〒  

電話番号 （   ）   －  

 



第６号様式（第１１条関係） 

 

京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修実施機関の指定に係る申請書 

 

  年  月  日 

（宛先）京都市長 

住所 

法人名 

代表者名                印 

 

 京都市高齢者支え合い担い手づくり事業実施要綱第１１条に基づき，京都市支え合い型ヘルプサービス

従事者養成研修の研修実施機関として指定を受けたいので，下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 申請者 

法人名称 （ふりがな） 

 

所在地 〒 

 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

法人の種別 ※１  

法人所管庁 ※２  

法人代表者名 （ふりがな） 

 

法人代表者 職名  

２ 当該申請に係る担当者 

担当者名 （ふりがな） 

 

電話番号  

３ 公表用電話番号等 ※３ 

電話番号  ＦＡＸ番号  

４ 添付資料 

・ 誓約書（第７号様式）       枚 

・ 実施計画書（第８号様式）     枚 

・ 講師一覧（第９号様式）      枚 

・ 講師経歴書（第１０号様式）    枚 

 
備考 ※１「法人の種別」欄には，申請者が法人である場合に，「社会福祉法人」，「医療法人」，「一般社団法人」，「一般財

団法人」，「株式会社」，「有限会社」等の別を記入してください。 

   ※２「法人所轄庁」欄には，申請(開設)者が認可法人である場合に，その主務官庁の名称を記載してください。 

   ※３「公表用電話番号等」は，研修実施機関の指定を受けた法人を本市ホームページ等で公表する際に使用しますの

で，研修受講希望者からの問合せ等に関する対応窓口の電話番号及びＦＡＸ番号を記入してください。 

 

京都市使用欄  受付番号 

 



第７号様式（第１１条関係） 

 

京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修実施機関の指定に係る誓約書 

 

  年  月  日 

（宛先）京都市長 

住所 

法人名 

代表者名                印 

 

 

 京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修実施機関の指定申請にあたり，当法人は次に掲げる事

項及び申請に添付する資料について虚偽のないことを誓約します。 

 

１ 法人格を有すること 

 

２ 申請者及び役員等は，京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に

規定する暴力団密接関係者に該当しないこと 

 

３ 受講者の個人情報の保護について関係法令に従い適切に管理できる体制を有すること 

 

４ 介護保険法等の関係法令及び京都市高齢者支え合い担い手づくり事業実施要綱に沿って適切に研

修を実施すること 



第８号様式（第１１条関係） 

 

京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修 実施計画書 

 

１ 実施課程  計     時間 

 

Ⅰ 高齢者を取り巻く環境と介護・福祉サービスの理解 

項目・内容 ※１ 時間 担当講師名 別資料※２ 

 

 

 

  □有 □無 

 

Ⅱ 高齢者と健康 

項目・内容 ※１ 時間 担当講師名 別資料※２ 

 

 

 

  □有 □無 

 

Ⅲ 訪問型サービス従事者の心得 

項目・内容 ※１ 時間 担当講師名 別資料※２ 

 

 

 

  □有 □無 

 

Ⅳ 生活支援について 

項目・内容 ※１ 時間 担当講師名 別資料※２ 

 

 

 

  □有 □無 

 

Ⅴ その他，独自に追加する科目 

項目・内容 ※１ 時間 担当講師名 別資料※２ 

 

 

 

  □有 □無 

 
備考 ※ 原則，標準カリキュラムの科目に準じて記載するが，科目を独自に追加する場合はⅤに記載すること 
   ※ 担当講師を複数設定することは可能 
   ※１「項目・内容」欄には，原則，標準カリキュラムの項目・内容に準じて記載するが，独自の内容を含む場合は

特に明記すること。また，方法（講義/演習/実習の別）についても記載すること 
   ※２「別資料」欄には，標準テキストの他に使うテキスト・資料がある場合，有の□に塗りつぶし又はレ点を入れ，

添付すること 



２ 実施日時，場所及び受講定員の見込み 

コース 実施日時 実施場所 受講定員 

１    

２    

３    

 
備考 ※ カリキュラム全てを通した実施を１コースとし，現時点で予定する実施日時，場所及び場所に応じた受講定員

を記載する。コースが複数ある場合（４以上）は，適宜行を追加すること 
   ※ 実施日時，実施場所，受講定員のうちいずれかが未定である場合も，そのまま記載する。 

 

３ 受講に要する費用 

□ 有 □ 無 

（有の場合，金額及び概要を記載） 

 

 

備考 ※ 該当する項目の□に，塗りつぶし又はレ点を入れること 

 

４ 受講案内の方法 

□ 法人ホームページ等で広く周知する 

□ 自法人での従事予定者に対して案内する 

□ その他 

備考 ※ 該当する項目の□に，塗りつぶし又はレ点を入れること 

 

５ 受講者の個人情報の管理体制 

 個人情報管理責任者 

役職名 氏名 

  

  



第９号様式（第１１条関係） 

 

京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修 講師名簿 

 

Ⅰ 高齢者を取り巻く環境と介護・福祉サービスの理解 

氏名 所属（勤務先） 資格 

   

   

   

   

 

Ⅱ 高齢者と健康 

氏名 所属（勤務先） 資格 

   

   

   

   

 

Ⅲ 訪問型サービス従事者の心得 

氏名 所属（勤務先） 資格 

   

   

   

   

 

Ⅳ 生活支援について 

氏名 所属（勤務先） 資格 

   

   

   

   

 

Ⅴ その他，独自に追加する科目 ※１ 

氏名 所属（勤務先） 資格 

   

   

 
備考 ※ 担当する科目ごとに講師を記載する。同一人物が複数の科目を担当する場合，それぞれの科目に記載する。 
   ※ 本表に記載した講師について，講師経歴書（第１０号様式）を添付すること 
   ※ 行が足りない場合は，適宜追加すること 
   ※１「実施計画書（第８号様式）」に記載がない場合は不要 



第１０号様式（第１１条関係） 

 

京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修 講師経歴書及び誓約書 

 

ふりがな  
生年月日 年  月  日 

氏名  

自宅 
住所 〒 

電話番号  

勤務先 

名称  

住所 〒 

電話番号  

講師要件に係る 

資格及び取得年月日 

※資格証明書等の写しを 

 添付すること 

資格の名称 取得年月日 

  

  

  

主な経歴 

従事年月（年月～年月） 勤務先名称 職務内容 

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

 

 なお，次の事項について誓約します。 

 

1. 上記記載事項に相違ないこと 

2. 申請者が作成した京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修実施計画書に記載の科目を担

当し，申請者が実施する京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修に出講すること 

3. 京都市高齢者担い手づくり事業実施要綱を熟読のうえ，担当科目の内容及び講師資格要件を承知

していること 

4. 本経歴書に虚偽があった場合，その他不適正な研修を知り又は知り得た場合には，受講者に対し

て申請者と連帯して賠償責任を負うこと 

5. 京都市が自宅又は勤務先に出講の事実確認を行う場合があることに同意していること 

 

     年  月  日  

（署名又は記名・押印） 

    氏名                印 



第１１号様式（第１３条関係） 

   第   号 

   年  月  日 

 

（法人名） 

（法人代表者名）           様 

 

京都市長 （市長名） 印 

 

 

 

 

京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修実施機関 指定書 

 

   年  月  日受付の京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修の研修実施機関指定申請

については，京都市高齢者支え合い担い手づくり事業実施要綱第１３条の規定により， 

□ 下記１～５のとおり，指定します。 

□ 下記６のとおり，指定しません。 

 

記 

 

１ 研修実施機関名称 

 

２ 研修実施機関の所在地 

 

３ 研修実施機関の電話・ＦＡＸ番号 

 

４ 指定年月日 

 

５ 研修実施機関指定番号 

 

６ 指定しない理由 

 

 

 
 



第１２号様式（第１４条関係） 

 

京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修実施機関の指定内容変更に係る届出書 

 

  年  月  日 

（宛先）京都市長 

住所 

法人名 

代表者名                印 

 

 指定番号（         ）により，京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修実施機関と

して指定を受けた内容について，下記のとおり変更したいので京都市高齢者支え合い担い手づくり事業実

施要綱第１４条の規定に基づき届け出ます。 

 今回の変更にあたっては，京都市高齢者支え合い担い手づくり事業実施要綱の規定を確認のうえ，適正

に研修を実施します。 

 

記 

 

１ 変更内容 

変更事項  

変更前  

変更後  

変更理由 

 

 

 

 

 

 

変更となる（又は

なった）時期 

 

 

２ 添付資料 

□ 申請書（第６号様式）      枚 

□ 誓約書（第７号様式）      枚 

□ 実施計画書（第８号様式）    枚 

□ 講師一覧（第９号様式）     枚 

□ 講師経歴書（第１０号様式）    枚 

 
備考 ※変更に係る様式のみ添付することとし，提出する様式の□に塗りつぶし又はレ点を入れること 



第１３号様式（第１５条関係） 

 

京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修実施機関の指定に係る廃止・休止・再開届出書 

 

  年  月  日 

（宛先）京都市長 

住所 

法人名 

代表者名                印 

 

 指定番号（         ）により，京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修実施機関と

して指定を受けた件について，京都市高齢者支え合い担い手づくり事業実施要綱第１５条の規定に基づき

下記のとおり届け出ます。 

 

記 

１ 届出事項 

□ 廃止 ⇒２項へ 

□ 休止 ⇒２項へ 

□ 再開 ⇒３項へ 

備考 ※ 該当する届出事項の□に塗りつぶし又はレ点を入れること 

 

 

２ 廃止・休止 

廃止・休止する年月日   年  月  日 

廃止・休止する理由  

 

 

休止予定期間   年  月  日～  年  月  日 

なお，上記期間を経過しても再開の届出を行わない場合，廃止の手続きをと

られてもやむを得ないことに同意します。 
備考 ※ 廃止又は休止の１箇月前までに届け出ること 

 

 

３ 再開 

再開する年月日   年  月  日 

再開する理由  

 

 
備考 ※ 再開後，１０日以内に届け出ること 



第１４号様式（第１７条関係） 

第   号 

  年  月  日 

 

（法人名） 

（法人代表者名）           様 

 

京都市長 （市長名） 印 

 

 

 

 

京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修実施機関 指定取消書 

 

   年  月  日付け   第   号による京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修の

研修実施機関指定について，京都市高齢者支え合い担い手づくり事業実施要綱第１７条の規定に基づき，

下記のとおり取り消します。 

 

記 

 

１ 取消し年月日      年  月  日 

 

２ 取消し理由   

 京都市高齢者支え合い担い手づくり事業実施要綱第１７条に掲げる次の号に該当するため。 

□ 第１号 

□ 第２号 

□ 第３号 

□ 第４号 

 

 

 
 


